
令和7年度中途募集一般財団法人埼玉県教職員互助会会員の皆さまへ

この保険は一般財団法人埼玉県教職員互助会を保険契約者とし、 埼玉県を記名法人、 埼玉県において任用または選任された公務員を加入者（被保険者）とする公務員賠償責任保険の団体契約です。
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法律上の損害賠償金・返還金 3億円 1億円 5,000万円 3,000万円

争訟費用 3,000万円 1,000万円 500万円 300万円

訴訟対応費用 5０0万円

初期対応費用※ 5０0万円

免責金額 0円

保険料（5ヵ月間） 3,880円 3,090円 2,470円 2,060円

※被保険者が慣習として支払った見舞金（香典を含みます。）または見舞品の購入費用については、被害者1名あたり3万円が限度です。

ご希望の補償金額に応じて、下記のプランからご選択ください。記載の保険料は、被保険者（補償の対象となる方）が500
名以上1,000名未満（団体割引10％適用）にて試算しております。このため、契約開始の際、被保険者数が500名未
満または1,000名以上となった場合は、保険料が変更となります。

ご加入プラン（支払限度額と年間保険料）

＼令和６年度より団体割引が５％→１０％へ拡大／

動画ですぐわかる！
「あんしん公務」

https://gojo-saitama.jp/business/business-586

お申し込みについて
「加入申込票」を印刷の上必要事項を記入し、所属担当者へご提出ください。
※保険内容の詳細については、互助会HPで必ずご確認ください。

お問合わせ先 取扱代理店：ライフサポート株式会社
住所：〒330-0852 さいたま市大宮区大成町1-401-1
TEL：048-653-0111

引受保険会社：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
埼玉支店 さいたま第一支社

住所：〒338-8557 さいたま市中央区上落合1-12-16

TEL：050-3462-8326

募集団体：一般財団法人埼玉県教職員互助会
住所：〒330-0063

さいたま市浦和区高砂3-14-21
職員会館5階

TEL：048-830-6706

（2026年2月承認）A25-103394

（公務員賠償責任保険「職務関連行為に起因して提起される民事訴訟補償特約」セット）

募集締切日 令和8年4月24日（金）互助会 必着

保 険 期 間 令和8年5月1日午後4時～令和8年10月1日午後4時


